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区分 本文
ページ 事業

愛の手帳
身体障害者手帳

視覚障害 聴覚・平衡・音声・
言語・そしゃく機能障害

１
度
２
度
３
度
４
度
１
級
２
級
３
級
４
級
５
級
６
級
２
級
３
級
４
級
５
級
６
級

日
常
生
活
の
支
援

37 補装具 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
38 中等度難聴児補聴器購入費助成事業 本文参照
38 日常生活用具の給付 本文参照
46 日中一時支援（日中時間預かり）事業 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
47 障害者等緊急入所保護 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
47 重度身体障害者等救急通報システム ▲ ▲ ▲
47 重度心身障害者住宅火災通報システム ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
47 身体障害者福祉電話通話料助成 ▲
47 重度身体障害者（児）訪問入浴サービス ▲ ▲ ▲
48 寝具乾燥サービス ▲ ▲ ▲
48 理容・美容券の支給 ● ● ● ● ●
48 重度脳性麻痺者介護事業 本文参照
52 視覚障害者日常生活点訳等サービス ● ● ● ● ● ●
52 声の広報 ● ● ● ● ● ●
52 点字即時情報ネットワーク事業 ● ● ● ● ● ●
52 点字録音刊行物作成配布事業 ● ● ● ● ● ●

53 聴覚障害者用コミュニケーション 
機器の貸出 ● ● ● ● ●

53 住宅設備改善費の給付
54 住宅保証制度 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
54 民間賃貸住宅斡旋制度 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
54 都営住宅の優遇制度 本文参照
54 都営住宅使用料の特別減額 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
55 障害者グループホーム等の家賃助成 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
55 手話通訳者・要約筆記者の派遣 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
56 手話通訳者の配置 ● ● ● ● ●
56 在宅重症心身障害児（者）等訪問事業 ▲ ▲
57 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護
57 在宅難病患者一時入院
57 ふれあい訪問収集 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
58 避難行動要支援者登録制度 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
58 要配慮者を含む避難の流れ 本文参照
60 国分寺市生活安全・安心メール 本文参照
61 避難所等一覧 本文参照

原則として、令和７年２月現在の内容で作成しています。
法律等の改正により、各種制度や内容について変更が生じることがあります。

事業別対象者早見表
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●印はおおむね全部が対象となり、▲印は一部のみが対象となっています。
●▲いずれについても、本文をご参照ください。

身体障害者手帳
脳
性
ま
ひ

進
行
性
筋
萎
縮
症

難
病

精神障害者
保健福祉手帳 所

得
制
限

市の窓口肢体不自由 内部障害
１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

１
級

２
級

３
級

４
級

１
級

２
級

３
級

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有

障害福祉課

本文参照
本文参照

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ 有
● ● ● ●

本文参照
ー

市政戦略室
ー
ー

ー

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有
障害福祉課▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
本文参照 ー

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有 ー
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有

障害福祉課

▲ ▲ ー
● ー
● ー

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 環境対策課
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 地域共生推進課

本文参照
防災安全課本文参照

本文参照
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区分 本文
ページ 事業

愛の手帳
身体障害者手帳

視覚障害 聴覚・平衡・音声・
言語・そしゃく機能障害

１
度
２
度
３
度
４
度
１
級
２
級
３
級
４
級
５
級
６
級
２
級
３
級
４
級
５
級
６
級

手
当
・
年
金

64 障害児福祉手当（国制度） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
64 特別障害者手当（国制度） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
65 重度心身障害者手当（都制度） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
66 心身障害者福祉手当（都制度） ● ● ● ● ● ●
67 心身障害者特例福祉手当（市制度） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
67 特殊疾病者福祉手当（市制度）
68 児童扶養手当 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
69 児童育成手当（育成手当） ▲ ▲ ● ▲ ●
69 児童育成手当（障害手当） ● ● ● ● ● ●
70 特別児童扶養手当 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ●
70 心身障害児童福祉手当 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
71 障害基礎年金（国民年金） 本文参照
72 特別障害給付金 本文参照
72 障害厚生年金・障害共済年金 本文参照
73 心身障害者扶養共済制度 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

医
療

75 心身障害者医療費助成 ○障 ● ● ● ● ●
76 後期高齢者医療制度 ● ● ● ● ● ● ● ▲
76 特定疾病療養受療証 本文参照
77 自立支援医療（育成医療） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
77 自立支援医療（更生医療） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
77 自立支援医療（精神通院医療）
80 難病医療費助成
85 特殊医療費助成
85 Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎インターフェ

ロン等治療医療費助成
86 特定疾患治療研究事業
86 小児精神障害者入院医療費助成
86 小児慢性特定疾病医療費助成 本文参照
87 ひとり親家庭等医療費助成制度 ○親 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
87 在宅難病患者訪問診療
88 障害者等歯科相談 本文参照
88 在宅難病患者医療機器貸与

社
会
参
加

89 心身障害者通院・通所訓練等 
交通費助成 ● ● ● ● ●

90 JR 線等の運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90 都営交通無料乗車券 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
91 民営バスの割引 

（身体障害者・知的障害者） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
91 民営バスの割引（精神障害者）

事業別対象者早見表

原則として、令和７年２月現在の内容で作成しています。
法律等の改正により、各種制度や内容について変更が生じることがあります。
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●印はおおむね全部が対象となり、▲印は一部のみが対象となっています。
●▲いずれについても、本文をご参照ください。

身体障害者手帳
脳
性
ま
ひ

進
行
性
筋
萎
縮
症

難
病

精神障害者
保健福祉手帳 所

得
制
限

市の窓口肢体不自由 内部障害
１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

１
級

２
級

３
級

４
級

１
級

２
級

３
級

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有

障害福祉課

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有
▲ ▲ ▲ ▲ 有
● ● ● ● ● ● 有
● ● ● ● ● ● ● ● 有

● 有
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有

子ども子育て
支援課

● ▲ ● ● ▲ 有
● ● ● ● ● ● 有
● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有
● ● ● ● ● ● ● ●

本文参照 保険年金課本文参照
本文参照 ー

● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
障害福祉課● ● ● ● ● ● 有

● ● ● ▲ ● ● ● ● ● 保険年金課本文参照
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有 子ども子育て支援課
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有

障害福祉課

▲ ▲ ▲ 有
● 有
●
●
●

▲ ▲ ▲
本文参照 子ども子育て支援課

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有 子ども子育て支援課
● ー

本文参照 健康推進課
● ー

● ● ● ● ● 有 障害福祉課
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

障害福祉課● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ー
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区分 本文
ページ 事業

愛の手帳
身体障害者手帳

視覚障害 聴覚・平衡・音声・
言語・そしゃく機能障害

１
度
２
度
３
度
４
度
１
級
２
級
３
級
４
級
５
級
６
級
２
級
３
級
４
級
５
級
６
級

社
会
参
加

91 フェリー旅客運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
92 航空旅客運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
92 有料道路通行料金の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
93 タクシー運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
93 自動車運転免許取得費の助成 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
94 自動車改造費の助成
95 駐車禁止規制の除外 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
96 移動支援事業 ● ● ● ●
99 盲ろう者の通訳・介助者派遣 本文参照
99 補助犬の給付 本文参照
99 くぬぎ教室 ● ● ●
100 余暇活動支援 ▲ ▲ ▲ ▲
101 国分寺市体育施設等使用料減免 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
101 東京都障害者スポーツ大会 本文参照

102 心身障害者（児）運動会・ 
バスハイキング 本文参照

102 東京都障害者休養ホーム ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
103 国分寺市立歴史公園有料施設入園料減免 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
103 都立公園等の無料入場 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
103 都立公園等駐車場の無料利用 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
103 国立・都立有料施設等の無料（一部割引）利用 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
104 郵便等による不在者投票（郵便等投票） 本文参照
104 代理投票・点字投票 本文参照

税
金
の
軽
減
・
各
種
割
引

110 税の控除など 本文参照

111 自動車税・軽自動車税（環境性能割・
種別割）の減免 本文参照

112 家庭ごみ市指定収集袋・粗大ごみの減免 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
112 ＮＨＫ受信料の免除 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
113 水道・下水道使用料の減免 本文参照

113 市営自転車等駐車場（駐輪場） 
定期使用料の免除 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

113 郵便料金の免除・特例 本文参照
114 郵便はがき（青い鳥郵便葉書）の無料配布 ● ● ● ● ●

114 電話番号案内の無料利用 
（NTT ふれあい案内） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

114 少額貯蓄非課税制度（マル優） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

事業別対象者早見表

原則として、令和７年２月現在の内容で作成しています。
法律等の改正により、各種制度や内容について変更が生じることがあります。
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●印はおおむね全部が対象となり、▲印は一部のみが対象となっています。
●▲いずれについても、本文をご参照のうえ、担当窓口へお問い合わせください。

身体障害者手帳
脳
性
ま
ひ

進
行
性
筋
萎
縮
症

難
病

精神障害者
保健福祉手帳 所

得
制
限

市の窓口肢体不自由 内部障害
１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

１
級

２
級

３
級

４
級

１
級

２
級

３
級

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 障害福祉課
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ー
● ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● 有

障害福祉課
▲ ▲ 有
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ー
▲ ● 障害福祉課

本文参照 ー
本文参照 障害福祉課

公民館課

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● スポーツ振興課
本文参照 ー

本文参照 障害福祉課

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ふるさと文化財課
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー

本文参照 選挙管理委員会
事務局本文参照

本文参照
課税課

本文参照

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有 環境対策課
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 有 ー

本文参照 子ども子育て支援課

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 交通対策課

本文参照 ー
● ● ● ● ー

● ● ● ● ● ー

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー


